
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士　　登録第151369号）
（設備設計一級建築士　第2148号）

西和医療センター内視鏡室移転整備工事

東條　和彦

矢口　正宏

（構造設計一級建築士　第7059号）
（一級建築士　　登録第244140号）

現況範囲を示す

改修範囲を示す
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2.

1.

現況撤去図は参考を示し、現場調査を十分に行い既設設備に支障無きよう撤去を行うこと。

また、仮設が必要となった場合は、必要に応じ仮設工事を行うこと。

注記

図中にて示すＬＡＮ用受口及び配線の徹去を行う。

備品類の撤去後に工事調査にて不要な器具・配線が見つかった場合、協議確認の上で撤去するものとする。

1.

注記

図中、特記なき配線は下記の通りとする。

情報配線

(PF16)

ＵＴＰ Cａｔ６（1000BASE-T）　黄色

プルボックス　

アウトレットボックス

施工を行うこと。

改修については隣接非改修諸室に影響が無きよう、2.

ＵＴＰ Cａｔ６（1000BASE-T）　黄色

記　号 名　称

記号凡例

記　号 名　称

情報受口：電カル用（8極8芯モジュラージャック）

HUB 既設ＨＵＢ

(立上MM-A)

露出型1口
S2-07-20

S2-06-16
露出型1口 S2-06-15

露出型1口

露出型1口
S2-07-12

露出型1口
S2-08-12

露出型2口露出型4口
S2-04-12
S2-05-12

S2-05-10
S2-05-09
S2-04-11
S2-04-10

ＵＴＰ Cａｔ６×５

　ＭＳ２ＥＳ０６
　ＭＳ２ＥＳ０７
　ＭＳ２ＥＳ０８

既設ＨＵＢ

既設ＨＵＢ

　ＭＳ２ＥＳ０５
　ＭＳ２ＥＳ０４

HUB 既設ＨＵＢ
Ｓ２－５

ｸﾗｰｸKCN(S2-5送り)
ｸﾗｰｸ1(S2-3送り)
ｸﾗｰｸ用x2口

HUBHUB

既設ＨＵＢ
２Ａ Ｓ２－３

ＵＴＰ Cａｔ６×６

神経内科1

ＵＴＰ Cａｔ５ｅ×１ＵＴＰ Cａｔ５ｅ×１

ＵＴＰ Cａｔ５ｅ×１


